
平成30年度予算

１．入湯税（地方税法第701条）

２．都市計画税（地方税法第702条）

Ａ

Ｂ

Ｃ

※　都市計画税は、各事業の一般財源の比率に応じて充当しています。

都 市 計 画 事 業 計

（単位：千円）

目的税（入湯税・都市計画税）の使途について

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村の、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防

施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に

要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するもの

です。

平成30年度入湯税予算額 充当先の主な事業及び予算額

350千円　
観光費　64,008千円
（うち、観光パンフレット等作成業務分925千円へ充当）

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて

行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、これを課税するものです。平成 30年度

予算における都市計画事業等及びこれに充当する都市計画税の状況は以下のとおりです。

501,580 52,057

75,870 0

合 計 （ Ａ + Ｂ ） 577,450 52,057

地 方 債 償 還 額
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市
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等

公 園 費

（都市公園や街路整備に係る起債償還額）

402,900 0

（都市計画事務経費等）

（下水道事業に係る繰出金）

（都市公園における管理経費等）

129,000

18,629

525,393

110,371449,523

75,870

財　源　内　訳
年　度　

　区分及び内容
一般財源

平成30年度
事　業　費 う　ち

都市計画税
充　当　額

77,994 52,047 25,947 6,371

地方債等の
特定財源

下 水 道 費

そ の 他

98,924

20,686 10 20,676 5,076

402,900


